
日時：令和２年８月３日（月） 午前１１時１０分～

場所：鳥取県庁災害対策本部室（第２庁舎３階）ほか

次第：（１）知事あいさつ
（２）県内の新型コロナウイルス感染症の現状
（３）県の取組等に関する説明
（４）意見交換

第２回 鳥取県コロナに打ち克つ
新しい県民生活推進会議

№ 発生日 年代 性別 居住地 現状 接触者の調査状況 感染経路

６ ７月25日 ６０代 男 鳥取市 入院中(７/２５～) 50人（陰性） 調査中

７ 7月28日 20代 男 鳥取市 入院中(７/２8～) 81人
（2人陽性=No.8,9）

調査中

８ 7月２８日 20代 女 鳥取市 入院中(７/２9～) 90人（陰性） No.7の患者と濃厚接触

9 7月２9日 50代 女 鳥取市 入院中(７/２9～) 39人（陰性） No.7の患者と接触

10 7月29日 40代 男 鳥取市 入院中(７/30～) 62人
（2人陽性=No.11,12）

調査中

11 7月30日 40代 男 鳥取市 入院中(７/31～) 32人
（2人陽性=No.13,14）

No.10の患者と接触

12 7月31日 50代 男 北栄町 入院中(8/1～) 68人
（1人陽性=No.16）

No.10,11の患者と濃厚接触

13 7月31日 40代 男 鳥取市 入院中(７/31～) 26人（陰性） No.11の患者と接触

14 7月31日 30代 女 兵庫県 入院中(8/1～) 9人（陰性） No.11の患者と接触

15 7月31日 10代 女 鳥取市 入院中(7/31～) 41人（陰性） 調査中

16 8月1日 10代 男 湯梨浜町 入院中(8/1～) 50人
（2人陽性=No.17,18）

No.12の患者と濃厚接触

17 8月2日 20代 女 倉吉市 入院中(8/2～) 6人（陰性） No.16の患者と接触

18 8月2日 10代 男 倉吉市 入院予定(8/3～) 8/3～調査開始 No.16の患者と接触

県内感染確認事例 ※8/2現在

濃厚接触者だけでなく、遡り調査により発症前の利用施設も対象にPCR検査を実施

No.1～5は全員退院済み。



鳥取県知事 平井 伸治
鳥取市長 深澤 義彦

鳥取市市街地警戒宣言

ご自身と大切な人と地域を守ろう！

会食・三密に注意しよう！
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鳥取県版新型コロナ警報

＜県東部地区 特に鳥取市の皆様へのお願い＞

 特に鳥取市市街地で感染が急速に拡大しています。また、親しい人同士のお酒を伴う会食等による感染も多発して
います。 自分を守り、大切な人を守り、地域と社会を守るために、慎重な行動をお願いします。

 親しい間柄であっても、マスクを外す時間を狙って、十分な距離を取っていない飲食店やご友人宅での飲食、カラオ
ケなどで、感染が広がっていきます。

 「三つの密(密閉、密集、密接)」を避ける、人と人との感染防止距離(概ね2m)を取る、距離が取れない場合のマスク
着用、こまめな手洗いやうがいなど、感染予防に最大限の注意を払っていただきますよう強くお願いします。

 三密になりやすい大人数の集まりについては、今一度中止や延期についても検討していただきますようお願いしま
す。

 お店を利用する際は、「新型コロナウイルス感染予防対策協賛店」のステッカーも参考にしてください。また、事業者

の皆様は、業種別ガイドラインの遵守を徹底した上で、大切なお客様とお店・従業員を守るため、感染予防対策を
十分に行ってください。

 少しでも体調が悪ければ通勤・通学を含め外出は控え、まず 「発熱・帰国者・接触者相談センター」に ご相談くださ
い。

 お盆や夏休みシーズンに県外から帰省をお考えの方を含め、感染が拡大している地域の皆様には、高齢者や基礎
疾患をお持ちのご家族などへの感染の可能性について慎重に考慮していただき、例えば地域の同窓会に各地から
集まることを控えていただくほか、マスクなど感染予防を徹底され、往来すること自体についても必要性を今一度ご
判断ください。

 感染拡大地域にお出かけの県民の皆様は、不要不急の往来はできれば避けていただくほか、県ホームページで毎
日更新している情報を参考にしていただき、「三つの密」を避け、マスク 着用、こまめな手洗いやうがいなど、感染
予防を徹底して警戒していただきますようお願いします。

 ご自身の予防と感染拡大防止のため、接触確認アプリ「COCOA」をスマートフォンにインストールしましょう。

地域 発令区分 発令期間

全県 【重点地域：東部】 警報 8月14日まで
※発令期間は状況に応じ延長

ご自身と大切な人と地域を守ろう！ 会食・三密に注意しよう！
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＜全県の皆様へのお願い＞
 「三つの密」を避ける、人と人との感染防止距離を取る、マスク着用、こまめな手洗い・換
気などの感染予防に、これまで以上に十分注意を払っていただくよう強くお願いします。

 全国的に若年層を通じての感染が多数確認されていますので、特に行動に留意してくだ
さい。

＜感染防止対策の徹底、検査・医療体制の強化＞
 県有施設について感染防御の取組を徹底
 今後クラスターが発生した場合、当該箇所の活動制限等について検討
 学校関係については、周辺の感染状況によって休業などを判断
 保健所機能の強化を継続（積極的疫学調査、発熱・帰国者・接触者相談センター窓口）
 医療・福祉施設の感染防止対策の徹底、患者用の病床確保、必要物資の供給

4

鳥取県版新型コロナ警報の本運用について

区 分 注意報 警報 特別警報

指

標

新規陽性患者数 1人
（東・中・西部いずれか）

全県で 6人／週
（東部 3人、中部 2人、西部 3人でも発動）

感染経路不明等 － 感染経路不明などで感染拡大のおそれ

病床・人工呼吸器 － －
どちらかで

稼働率 50％超

活
動
制
限

外出・イベント・施設

○感染拡大を予防する事項の

呼びかけを強化

・手洗い励行、マスク着用

・換気の徹底

・施設内の消毒

○発生施設に関係する箇所､３密な場所

○状況に応じて不要不急の外出自粛を要請

○８割の接触削減（生活維持に必要

なものを除く外出自粛）

○比較的規模の大きなイベント等から順次制限

○必要性があると認められる業務や施設に限って要請

学校 ○感染者の学校休業が基本 ○休業、分散登校等（全県も） ○全県で休業

医
療
強
化

保健所 ○疫学調査応援職員を派遣 ○疫学調査応援職員を派遣 ○相談センター応援職員を派遣 等

医療・福祉
○施設内感染対策の確認

〇病床確保の準備 等

○施設内感染対策の徹底

○必要物資の送付、空床確保 等

○病床・人工呼吸器 緊急調達

○施設への医療人材の派遣 等

要請の法的根拠等 協力依頼 等 特措法第24条第9項による要請 等 特措法第45条も発動 等

県として新型コロナウイルスの感染拡大リスクの評価基準を設定し、県民、企業、医療機関等にとっても分

かりやすい指標として共有することにより、新型コロナウイルス対策を効果的に展開していくとともに、経済、・社
会活動や医療提供体制の持続化、安定化を図る。

＜鳥取県版新型コロナ警報＞
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鳥取県版新型コロナウイルス対策ガイドラインの徹底、見直し

連休・夏休み等により観光客など人の往来が増えていること、及び全国・県内の
感染状況を踏まえ、県版ガイドラインのより一層の徹底と見直しを行っている。

◎食品衛生法に基づく飲食店等の監視指導の機会及び建築物衛生法に基づく店舗等の立入検査時

に併せて、新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインの周知及び遵守状況の確認と感染予防対

策の徹底について助言を行う。

 ガイドラインの遵守状況の確認と感染予防対策の徹底

「飲食店等におけるクラスター発生防止のための総合的取組」（R2.7.28内閣官房新型コロナウイルス感染症

対策推進室通知）を実施するため、鳥取市と連携し飲食店等における感染拡大予防対策の徹底を図る。

＜ガイドラインに基づく主な確認事項＞

・ 従業員の体調管理、来客者の体調確認 ・ 施設内の清掃・消毒、換気状況

・ フィジカルディスタンスの確保状況、遮蔽対策 ・ 手洗いの徹底、マスクの着用状況

・ 各営業形態にあわせた感染拡大予防対策の実施状況 など

＜確認機関＞ 東部地区・・・鳥取市市民生活部環境局生活環境課、鳥取市保健所生活安全課

中部地区・・・中部総合事務所生活環境局環境・循環推進課、生活安全課

西部地区・・・西部総合事務所生活環境局環境・循環推進課、生活安全課

◎飲食店等の営業許可の申請・更新時の機会に、ガイドラインを配布して周知・啓発

◎5月27日～新型コロナウイルス感染予防対策協賛店制度を開始 →現在、約1,700協賛店

【クラスター発生防止のための総合的取組】
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鳥取県版新型コロナウイルス対策ガイドラインの徹底、見直し

 関係者・専門家の意見を聴き、県版ガイドラインを見直し・新規作成

◎他県発生のクラスターや観光客の往来増などの状況を踏まえ、飲食店、宿泊施設等各分
野のガイドラインの見直しを行っている。

◎併せて、観光客の接客を行う土産売り場の県版ガイドラインを新たに作成する。

区分 現対策例 見直しの方向性 （例示）

飲食店、宿
泊施設、理・
美容所など

• 発熱や咳、咽頭痛等の症
状があるお客様には来店
いただかないよう呼びか
けたり、掲示を行う。

• お客様には、外す必要があ
るとき以外はマスクを着
用するようお願いする。

• 来店時にお客様の体調確認を行い、発
熱や咳、咽頭痛などの症状のあるお客
様の入店はお断りする。

• お客様には、原則マスクを着用しても
らう。

• 感染予防のためサービス内容の変更・
中止を検討する。

小売
（土産売場）

※ 新たにガイドラインを作成

お客様への買物エチケットの呼びかけ、協力依頼、理解促進
• 発熱等の症状があるときは入店を自粛すること
• 店内でマスクを必ず着用すること
• 感染予防のため、接客対応やサービス水準が従来とは異なることもあ
ること

など、お客様に対して協力を呼びかけ、理解を求める。 8



業種別ガイドライン・新たな生活様式の定着・実践に向けた
主な支援策及び実績

〇新型コロナ克服くらしの安心相談・応援窓口での対応状況
・ガイドラインに関する相談対応状況
事業所内の具体的な感染拡大予防対策について（製造事業者）、お客様から車両を預
かる際の留意事項（自動車修理業者）といった相談が寄せられている。

〇ガイドライン・新たな生活様式等の定着・実践に向けた支援（7月30日時点）
・新型コロナウイルス感染拡大予防対策推進事業
経営上の影響を受けた事業者に対し、感染予防に資する設備改修、資材購入を支援
上限20万円、補助率9/10 ⇒ 交付決定 65３件、決定金額 127,268千円

・企業内感染防止対策補助金（緊急対応型）
事業所内等で簡易的かつ緊急的に実施する感染予防の取組みを支援
上限20万円、補助率3/4 ⇒ 交付決定 545件、決定金額 252,213千円

・新型コロナウイルス克服再スタート応援金
経営上の影響を受けた事業者に対し、家賃等の固定費など、事業全般に広く使える一
律10万円の応援金を支給 ⇒ 支給決定 6,800件、支給金額 713,000千円

・緊急応援補助金「経営危機克服型」
本業の落ち込んだ事業者に対し、テイクアウト等の新分野進出、新商品開発を支援
上限50万円、補助率3/4 ⇒ 交付決定 648件、決定金額 274,143千円

・頑張ろう「食のみやこ鳥取県」緊急支援事業
テイクアウト等の新業態・新メニュー開発、商品・メニュー等のＰＲ、研修実施等を支援
上限10万円、補助率10/10 ⇒ 交付決定 1,674件、決定金額 179,500千円
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新型コロナ・クラスター対策等の条例検討

 新型コロナのクラスターが発生した場合
 店舗・施設等の名称の公表
 店舗・施設等の営業・使用の停止

 患者やその家族、医療従事者等を応援（誹謗中傷
の排除）

県⺠の皆様のご意⾒を伺うため、
7/29から8/4まで、県政参画電子アンケートを実施中

新型コロナのクラスター対策を⾏い、緊急に感染拡⼤の具体的
危険を排除するための法的緊急措置などについて、県独自の
条例案を検討。
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宿泊施設 観光施設

飲食店土産物店

取組み主体
（観光や飲食の協会、組合等）

鳥取県
(市町村)

協定の締結

●実効性のある感染予防対策の徹底と協賛
店・認証店の登録促進

●来客への感染予防対策の呼びかけ

●「安心観光・飲食エリア」を宣言
等

●協賛店・認証店の登録支援
●感染予防対策のモニタリング（団体と協力）
●広報紙、ＨＰ、ＳＮＳ等での情報発信 等

安心して
観光や飲食を
満喫できる
エリアの創出

約２メートル

「安心観光・飲食エリア（仮称）」協定の締結

など
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 新型コロナウイルス感染予防対策を徹底する意向のある県内観光地・飲食店街
の団体と県が「安心観光・飲食エリア協定」を締結。

 団体自らがエリア内の店舗において、クラスター等を発生させない実効性のある
感染予防対策が実施できていると判断した際は「安心観光・飲食エリア」を宣言。

 宣言後においても、団体と県（市町村）が協力し、感染予防対策が継続実施されて
いるかモニタリングを実施。

安心して
観光や飲食を
満喫できる
エリアの創出

全国知事会メッセージ（令和２年７月31日）

Go To トラベル まずはお近くで！
～今年の夏休みシーズンは、地元の魅力を再発見～

新型コロナウイルスの新規感染者が再び増加しています。
旅行者の皆様が感染しない、感染させないことが重要です。

旅をするなら、感染防止対策を徹底し、近場にしましょう！

・国や自治体が実施する割引メニューを活用し、改めて地元の魅力を体感してみませんか？
・まずは近隣エリアを旅することにより、みんなで地元の観光関連業者を応援しましょう。
・感染状況が落ち着いたら、遠方にも足を延ばしましょう。

・

Go To トラベルを近場でも！

観光関連業者の方々も感染防止対策の徹底を！

うつらない、うつさない努力を！
・体調に不安があるときは旅自体をやめましょう。
・居住地や目的地の都道府県が出す最新情報を確認し、感染予防対策に協力しましょう。
・感染防止対策が行われている施設を利用しましょう。
・感染防止対策（「３つの密」の徹底的な回避、マスク着用、手洗い・咳エチケット、人と人との距
離確保等）を徹底し、「新しい旅のエチケット」を実践しましょう。
・「接触確認アプリ(COCOA)」などをインストールしましょう。

・「ガイドラインを遵守」した感染防止対策を徹底するとともに、感染防止に向けた取組を旅行者
にもしっかりと情報発信し、旅行者に安心できる旅を提供しましょう。
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